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 第１号議案 
 

    令和５年度栃木県一般会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ978,600,000千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （継続費） 

 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

 

 （債務負担行為） 

 

第３条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

 

第４条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方 

 

債」による。 

 

  （一時借入金） 

 

 第５条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000,000千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 

 第６条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 
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  各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費 

 

 の各項の間の流用 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

歳 入 歳 出 予 算

1 県 税 264,000,000

1 県 民 税 87,478,000

2 事 業 税 64,078,000

3 地 方 消 費 税 44,286,000

4 不 動 産 取 得 税 5,071,000

5 県 た ば こ 税 2,421,000

6 ゴ ル フ 場 利 用 税 2,343,000

8 軽 油 引 取 税 21,479,000

9 自 動 車 税 36,756,000

10 鉱 区 税 7,000

11 狩 猟 税 21,000

12 旧 法 に よ る 税 60,000
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款 項 金 額

2 地 方 消 費 税 清 算 金 105,728,000

1 地 方 消 費 税 清 算 金 105,728,000

3 地 方 譲 与 税 39,497,000

1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 36,300,000

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 2,600,000

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 100,000

4 自 動 車 重 量 譲 与 税 400,000

5 森 林 環 境 譲 与 税 97,000

4 地 方 特 例 交 付 金 1,400,000

1 地 方 特 例 交 付 金 1,400,000

5 地 方 交 付 税 144,500,000

1 地 方 交 付 税 144,500,000

6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 600,000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 600,000

7 分 担 金 及 び 負 担 金 3,998,301
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歳 入 歳 出 予 算

1 負 担 金 3,998,301

8 使 用 料 及 び 手 数 料 10,161,053

1 使 用 料 6,972,454

2 手 数 料 3,188,599

9 国 庫 支 出 金 124,484,049

1 国 庫 負 担 金 45,040,512

2 国 庫 補 助 金 78,276,677

3 委 託 金 1,166,860

10 財 産 収 入 1,449,447

1 財 産 運 用 収 入 695,505

2 財 産 売 払 収 入 753,942

11 寄 附 金 74,455

1 寄 附 金 74,455

12 繰 入 金 24,948,009

1 特 別 会 計 繰 入 金 140,242

2 基 金 繰 入 金 24,807,767

9 

9　　



款 項 金 額

13 繰 越 金 1,000,000

1 繰 越 金 1,000,000

14 諸 収 入 186,159,686

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 等 249,858

2 県 預 金 利 子 13

3 貸 付 金 元 利 収 入 167,443,236

4 受 託 事 業 収 入 968,749

5 収 益 事 業 収 入 11,709,590

6 利 子 割 精 算 金 収 入 50

7 雑 入 5,788,190

15 県 債 70,600,000

1 県 債 70,600,000

歳 入 合 計 978,600,000
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

歳 入 歳 出 予 算

1 議 会 費 1,493,712

1 議 会 費 1,493,712

2 総 務 費 41,691,448

1 総 務 管 理 費 22,002,696

2 企 画 費 5,304,431

3 徴 税 費 9,376,512

4 市 町 村 振 興 費 2,223,783

5 選 挙 費 767,532

6 防 災 費 1,295,806

7 統 計 調 査 費 399,930

8 人 事 委 員 会 費 144,171

9 監 査 委 員 費 176,587

3 民 生 費 113,623,329
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款 項 金 額

1 社 会 福 祉 費 66,849,941

2 児 童 福 祉 費 40,512,154

3 生 活 保 護 費 3,813,940

4 災 害 救 助 費 18,782

5 県 民 生 活 費 2,428,512

4 衛 生 費 93,387,123

1 公 衆 衛 生 費 47,517,251

2 環 境 衛 生 費 2,589,029

3 保 健 所 費 2,120,208

4 医 薬 費 34,024,090

5 病 院 費 4,318,237

6 環 境 対 策 費 2,818,308

5 労 働 費 1,921,498

1 労 政 費 331,568

2 職 業 訓 練 費 1,378,157
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歳 入 歳 出 予 算

3 失 業 対 策 費 103,449

4 労 働 委 員 会 費 108,324

6 農 林 水 産 業 費 38,027,464

1 農 業 費 10,872,438

2 畜 産 業 費 3,787,356

3 農 地 費 10,911,456

4 林 業 費 11,670,782

5 水 産 業 費 738,197

6 自 然 保 護 費 47,235

7 商 工 費 172,637,363

1 商 工 費 171,156,864

2 観 光 費 1,480,499

8 土 木 費 84,320,084

1 土 木 管 理 費 4,378,516

2 道 路 橋 り ょ う 費 41,693,527

3 河 川 費 27,886,202
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款 項 金 額

4 都 市 計 画 費 7,684,633

5 住 宅 費 2,677,206

9 警 察 費 44,504,950

1 警 察 管 理 費 43,095,337

2 警 察 活 動 費 1,409,613

10 教 育 費 179,581,933

1 教 育 総 務 費 24,482,583

2 小 学 校 費 59,854,633

3 中 学 校 費 35,434,239

4 高 等 学 校 費 37,847,221

5 特 別 支 援 学 校 費 15,317,921

6 社 会 教 育 費 1,500,268

7 保 健 体 育 費 5,145,068

11 災 害 復 旧 費 2,554,064

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 203,431
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歳 入 歳 出 予 算

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2,340,000

3 県 有 施 設 等 災 害 復 旧 費 10,633

12 公 債 費 96,855,882

1 公 債 費 96,855,882

13 諸 支 出 金 107,501,150

1 地 方 消 費 税 清 算 金 43,321,000

2 利 子 割 交 付 金 75,000

3 地 方 消 費 税 交 付 金 53,215,000

4 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1,646,000

6 自 動 車 取 得 税 交 付 金 38,000

7 利 子 割 精 算 金 150

8 配 当 割 交 付 金 1,804,000

9 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1,630,000

10 環 境 性 能 割 交 付 金 972,000

11 法 人 事 業 税 交 付 金 4,800,000

14 予 備 費 500,000
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款 項 金 額

1 予 備 費 500,000

歳 出 合 計 978,600,000
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単位千円

款 総 額項 事 業 名 年 度 年 割 額

第 表２

継 続 費

継 続 費

総 務 管 理 費 県 南 高 等 看 護 専 門 学 院 本 館 等

解 体 工 事 費

2 総 務 費 1 305,893 令和５年度 214,126

令和６年度 91,767

宇 都 宮 南 警 察 署 独 身 寮

解 体 工 事 費

156,937 令和５年度 78,469

令和６年度 78,468

と ち ぎ 健 康 の 森 本 館 空 気 調 和

設 備 等 改 修 費

3,013,543 令和５年度 29,409

令和６年度 1,477,363

令和７年度 1,506,771

子 ど も 総 合 科 学 館 本 館

屋 根 ・ 防 水 等 改 修 費

2,067,958 令和５年度 827,184

令和６年度 1,240,774

2 企 画 費 「文化と知」の創造拠点整備構想

策 定 事 業 費

51,700 令和５年度 31,000

令和６年度 20,700

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 子ども総合科学館大規模改修費 3,181,082 令和５年度 760,941

令和６年度 1,360,477

17 
17　　



款 総 額項 事 業 名 年 度 年 割 額

令和７年度 1,059,664

4 衛 生 費 6 環 境 対 策 費 県 央 産 業 技 術 専 門 校

省 エ ネ 設 備 整 備 費

118,822 令和５年度 59,411

令和６年度 59,411

子 ど も 総 合 科 学 館

省 エ ネ 設 備 整 備 費

128,551 令和５年度 38,566

令和６年度 89,985

8 土 木 費 1 土 木 管 理 費 子 ど も 総 合 科 学 館

特 定 天 井 落 下 防 止 改 修 費

404,465 令和５年度 161,787

令和６年度 242,678

10 教 育 費 4 高 等 学 校 費 足 利 高 校 外 構 工 事 費 568,943 令和５年度 398,260

令和６年度 170,683

7 保 健 体 育 費 栃 木 県 体 育 館 解 体 費 790,972 令和５年度 474,583

令和６年度 316,389
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第 単 位千  円

事 間 度 額期項 限

表３

債 務 負 担 行 為

債 務 負 担 行 為

本 庁 舎 照 明 Ｌ Ｅ Ｄ 化 改 修 事 業 950,000令和５年度から令和15年度まで

自 動 車 税 種 別 割 納 税 通 知 書 等 封 入 封 緘 業 務 委 託 料 13,234令和６年度

地 方 債 証 券 の 共 同 発 行 に よ っ て 生 じ る 連 帯 債 務

（ 令 和 ５ 年 度 発 行 分 ）

共同発行市場公募地方債（グリーンボンド）に係る令和５年度から令和15年度まで

債務負担総額110,000,000千円から本県負担額を控

除して得た額及びこれに対する利息の合計額相当額

　　　　　　　　　　　　　　　

栃木県環境保全公社の事業資金借入金に対する損失補償 1,000,000

水 と 緑 の 南 摩 の 里 整 備 事 業 1,300,000令和５年度から令和６年度まで

森 林 路 網 整 備 事 業 15,000令和６年度

県 単 治 山 事 業 30,000令和６年度

自 然 公 園 等 施 設 整 備 事 業 （ 県 単 ） 5,000令和６年度

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 安 定 資 金 融 資 保 証

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

経営安定資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額）

の３分の２に相当する額
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事 項 間期 度 額限

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 安 定 資 金 融 資 保 証

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

経営安定資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを

受けた保険金の額を控除した額から一般社団法人全

国信用保証協会連合会が行う経営安定関連保証等損

失補償を除いた額（責任共有制度における負担金方

式の場合は当該額に0.8を乗じた額）に相当する額

（ただし、伴走支援型特別融資に限る。）

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 創 業 支 援 資 金 融 資 保 証

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

創業支援資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額）

の２分の１に相当する額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 新 事 業 開 拓 支 援 資 金 融 資 保 証

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

新事業開拓支援資金融資額のうち、栃木県信用保証

協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済

額から中小企業信用保険法第５条の規定により、支

払いを受けた保険金の額を控除した額（責任共有制

度における負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じ

た額）の２分の１に相当する額

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 改 善 資 金 融 資 保 証

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

経営改善資金融資額のうち、栃木県信用保証協会が

債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から

中小企業信用保険法第５条の規定により、支払いを

受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度にお

ける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額）

の３分の１に相当する額
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債 務 負 担 行 為

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 経 営 サ ポ ー ト 資 金 融 資 保 証

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

経営サポート資金融資額のうち、栃木県信用保証協

会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額

から中小企業信用保険法第５条の規定により、支払

いを受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度

における負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた

額）の３分の１に相当する額（ただし、借換融資の

うちサポート借換に限る。）

栃 木 県 信 用 保 証 協 会 の 小 規 模 企 業 資 金 融 資 保 証

に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

小規模企業資金融資額のうち、栃木県信用保証協会

が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額か

ら中小企業信用保険法第５条の規定により、支払い

を受けた保険金の額を控除した額（責任共有制度に

おける負担金方式の場合は当該額に0.8を乗じた額

）の３分の２に相当する額

栃木県信用保証協会の栃木県農業ビジネス保証制度資金

融 資 保 証 に 対 す る 損 失 補 償 （ 令 和 ５ 年 度 融 資 保 証 分 ）

栃木県農業ビジネス保証制度資金融資額のうち、栃

木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生

ずる代位弁済額の80分の25に相当する額

離 職 者 等 再 就 職 訓 練 事 業 費 73,678令和６年度から令和７年度まで

農 業 近 代 化 資 金 利 子 補 給 642,429令和６年度から令和28年度まで

農 業 経 営 負 担 軽 減 支 援 資 金 利 子 補 給 50,000令和６年度から令和23年度まで

奨 励 品 種 選 定 基 本 調 査 委 託 事 業 160令和６年度

大 家 畜 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 4,347令和６年度から令和30年度まで

養 豚 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 1,474令和６年度から令和20年度まで

水 利 施 設 整 備 事 業 760,000令和６年度から令和７年度まで
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事 項 間期 度 額限

（ 部 屋 南 部 地 区 排 水 機 場 更 新 工 事 ）

水 利 施 設 整 備 事 業

（ 部 屋 南 部 地 区 排 水 ポ ン プ 製 作 据 付 工 事 ）

271,000令和６年度から令和７年度まで

水 利 施 設 整 備 事 業

（ 那 須 野 原 地 区 深 山 ダ ム 監 視 制 御 装 置 更 新 工 事 ）

91,000令和６年度

県 営 住 宅 整 備 事 業 2,105,000令和６年度から令和７年度まで

道 路 照 明 Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 事 業 （ 県 北 地 域 ） 513,900令和６年度から令和10年度まで

道 路 照 明 Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 事 業 （ 県 南 地 域 ） 521,200令和６年度から令和10年度まで

道 路 照 明 Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 事 業 （ 県 央 地 域 ） 468,500令和６年度から令和11年度まで

道 路 保 全 事 業 （ 補 助 ） 3,000,000令和６年度

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 6,000,000令和６年度

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 11,400,000令和６年度から令和７年度まで

河 川 受 託 事 業 110,000令和６年度

河 川 受 託 事 業 80,000令和６年度から令和７年度まで

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 3,850,000令和６年度

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 2,000,000令和６年度から令和７年度まで
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債 務 負 担 行 為

安 全 な 川 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 4,300,000令和６年度から令和９年度まで

ダ ム 施 設 保 全 事 業 （ 補 助 ） 332,000令和６年度

砂 防 施 設 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 1,600,000令和６年度

街 路 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 1,450,000令和６年度

街 路 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 3,000,000令和６年度から令和７年度まで

街 路 づ く り 事 業 （ 補 助 ） 1,800,000令和６年度から令和８年度まで

道 路 保 全 事 業 （ 県 単 ） 1,979,000令和６年度

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 600,000令和６年度

河 川 砂 防 保 全 事 業 （ 県 単 ） 264,000令和６年度

緊 急 防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 （ 河 川 砂 防 ） 460,000令和６年度

河 川 砂 防 施 設 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 60,000令和６年度

魅 力 あ る 公 園 づ く り 事 業 （ 県 単 ） 10,000令和６年度

盛 土 規 制 法 基 礎 調 査 事 業 39,000令和６年度

と ち ぎ 学 力 向 上 推 進 事 業 費 28,607令和６年度

共 通 基 盤 シ ス テ ム 移 行 事 業 201,419令和６年度
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第４表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

庁 舎 等 施 設 整 備 費 5,080,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

地 域 鉄 道 対 策 事 業 費 44,000 同 上 同 上 同 上 

社 会 福 祉 施 設 整 備 費 977,000 同 上 同 上 同 上 

県 営 最 終 処 分 場 関 連 整 備 費 12,000 同 上 同 上 同 上 

土 地 改 良 事 業 費 1,760,000 同 上 同 上 同 上 

林 道 事 業 費 58,000 同 上 同 上 同 上 

治 山 事 業 費 830,000 同 上 同 上 同 上 

県 単 林 道 事 業 費 31,000 同 上 同 上 同 上 

県 単 治 山 事 業 費 164,000 同 上 同 上 同 上 

自 然 公 園 等 施 設 整 備 費 246,000 同 上 同 上 同 上 
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起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率 償 還 の 方 法 

国 庫 補 助 道 路 事 業 費 10,059,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

国 庫 補 助 河 川 改 良 費 8,381,000 同 上 同 上 同 上 

国 庫 補 助 砂 防 費 967,000 同 上 同 上 同 上 

国 庫 補 助 街 路 事 業 費 1,690,000 同 上 同 上 同 上 

公 園 緑 地 整 備 費 184,000 同 上 同 上 同 上 

県 営 住 宅 建 設 事 業 費 935,000 同 上 同 上 同 上 

県 有 建 築 物 耐 震 化 推 進 事 業 費 121,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 道 路 事 業 負 担 金 1,958,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 河 川 事 業 負 担 金 1,736,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 砂 防 事 業 負 担 金 1,075,000 同 上 同 上 同 上 

地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 9,856,000 同 上 同 上 同 上 

河 川 等 整 備 事 業 費 3,697,000 同 上 同 上 同 上 

25　　



       

  

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率 償 還 の 方 法 

地 域 活 性 化 事 業 費 1,263,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

警 察 施 設 整 備 費 304,000 同 上 同 上 同 上 

交 通 安 全 施 設 整 備 費 933,000 同 上 同 上 同 上 

学 校 施 設 整 備 費 5,621,000 同 上 同 上 同 上 

教 育 施 設 等 整 備 費 567,000 同 上 同 上 同 上 

農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 60,000 同 上 同 上 同 上 

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 866,000 同 上 同 上 同 上 

直 轄 災 害 復 旧 事 業 負 担 金 100,000 同 上 同 上 同 上 

臨 時 財 政 対 策 債 11,000,000 同 上 同 上 同 上 

木材産業等高度化推進資金貸付事業費 25,000 普 通 貸 借  1.0  ％  以  内 償還年限５年以内とし、定期又は割 

賦の方法により償還する。 

計 70,600,000    
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 第２号議案 
 

    令和５年度栃木県公債管理特別会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,088,920千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （地方債） 

 

 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

 

の方法は、「第２表地方債」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

 

 

 

 

 

27 

27　　



（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

公債管理特別会計予算

1 繰 入 金 7,627,920

1 一 般 会 計 繰 入 金 4,294,520

2 基 金 繰 入 金 3,333,400

2 県 債 37,461,000

1 県 債 37,461,000

歳 入 合 計 45,088,920
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

1 公 債 費 45,088,920

1 公 債 費 45,088,920

歳 出 合 計 45,088,920
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第２表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

一 般 会 計 借 換 債 37,461,000 普通貸借又は債券発行（他

の地方公共団体との共同発

行を含む。発行価格が額面

金額を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額を埋

めるために必要な金額をそ

れぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間を

含む。）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 
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 第３号議案 
 

    令和５年度栃木県営林事業特別会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県営林事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ370,460千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

31 

31　　



（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

県営林事業特別会計予算

1 使 用 料 及 び 手 数 料 11,627

1 使 用 料 11,627

2 国 庫 支 出 金 24,971

1 国 庫 補 助 金 24,971

3 財 産 収 入 94,354

1 財 産 売 払 収 入 94,354

4 繰 入 金 214,066

1 一 般 会 計 繰 入 金 214,066

5 繰 越 金 23,448

1 繰 越 金 23,448

6 諸 収 入 1,994

1 預 金 利 子 1
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款 項 金 額

2 雑 入 1,993

歳 入 合 計 370,460
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

県営林事業特別会計予算

1 県 営 林 事 業 費 184,846

1 県 営 林 事 業 費 184,846

2 公 債 費 185,314

1 公 債 費 185,314

3 予 備 費 300

1 予 備 費 300

歳 出 合 計 370,460
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                                                                     1  

 第４号議案 
 

    令和５年度栃木県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ74,310千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算

1 貸 付 勘 定 72,820

1 繰 入 金 150

2 繰 越 金 69,850

3 貸 付 金 収 入 2,820

2 業 務 勘 定 1,490

1 繰 入 金 727

2 繰 越 金 1

3 預 金 利 子 100

4 雑 入 662

歳 入 合 計 74,310
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

1 貸 付 勘 定 72,820

1 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 金 72,820

2 業 務 勘 定 1,490

1 管 理 指 導 事 務 費 1,390

2 予 備 費 100

歳 出 合 計 74,310
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 第５号議案 
 

    令和５年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算 
 

 

  令和５年度地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,756,330千円と定める。 

 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

（地方債） 

 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還 

 

 の方法は、「第２表地方債」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計予算

1 諸 収 入 1,846,010

1 貸 付 金 元 利 収 入 1,846,010

2 県 債 910,320

1 県 債 910,320

歳 入 合 計 2,756,330
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

1 地 方 独 立 行 政 法 人 県 立 病 院 貸 付 金 910,320

1 地 方 独 立 行 政 法 人 県 立 病 院 貸 付 金 910,320

2 公 債 費 1,846,010

1 公 債 費 1,846,010

歳 出 合 計 2,756,330
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00   

第２表 地  方  債                                                          （単位千円） 

 

 

起    債    の    目    的 限 度 額 起 債 の 方 法 利     率  償 還 の 方 法 

栃 木 県 立 が ん セ ン タ ー 貸 付 金 684,328 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共

団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（うち据置期間５

年以内）とし、毎年２期に分かち元

利均等若しくは元金均等の方法によ

り又は満期日一括の方法により償還

する。ただし、財政その他の事由に

より償還年限を延長し、短縮し、又

は買入消却し、若しくは繰上償還又

は借換えすることができる。 

栃木県立リハビリテーションセンター 

貸 付 金 

182,328 同 上 同 上 同 上 

栃 木 県 立 岡 本 台 病 院 貸 付 金 

 

43,664 同 上 同 上 同 上 

計 910,320    
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 第６号議案 
 

    令和５年度栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ377,750千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

  （債務負担行為） 

 

 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担 

 

  行為」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

2 繰 越 金 149,412

1 繰 越 金 149,412

3 諸 収 入 228,338

1 貸 付 金 収 入 211,907

2 預 金 利 子 11

3 雑 入 16,420

歳 入 合 計 377,750
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 377,750

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 377,750

歳 出 合 計 377,750
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第２表 債 務 負 担 行 為                                                  （単位千円） 

 

 

事                    項 期            間 限 度 額 

 

母 子 福 祉 資 金 

 

 

寡 婦 福 祉 資 金 

 

 

父 子 福 祉 資 金 

 

 

   修 学 資 金 

 

 

 

   修 業 及 び 技 能 習 得 資 金 

 

 

   生 活 資 金 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年度から令和10年度まで 

 

 

 令和６年度から令和10年度まで 

 

 

 令和６年度から令和10年度まで 

 

 

  高等学校、大学、大学院、高等

  専門学校又は専修学校就学期間 

  中 

 

318,096 

 

 

26,658 

 

 

50,652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識及び技能習得期間中５年 

以内 

 

  知識技能を習得している期間 

  中、医療等を受けている期間 

  中、母子家庭等となり生活が安 

  定するまでの間又は失業してい 

  る期間中離職の日から１年を超 

  えない範囲内の期間 
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 第７号議案 
 

    令和５年度栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県心身障害者扶養共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ302,010千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

心身障害者扶養共済事業特別会計予算

1 共 済 掛 金 収 入 25,713

1 共 済 掛 金 収 入 25,713

2 国 庫 支 出 金 53,520

1 国 庫 補 助 金 53,520

3 繰 入 金 55,935

1 一 般 会 計 繰 入 金 55,935

4 繰 越 金 41

1 繰 越 金 41

5 諸 収 入 166,801

1 年 金 給 付 金 収 入 166,800

2 預 金 利 子 1

歳 入 合 計 302,010
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

1 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 費 302,010

1 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 費 302,010

歳 出 合 計 302,010
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 第８号議案 
 

    令和５年度栃木県国民健康保険特別会計予算 
 

 

令和５年度栃木県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ168,607,760千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

国民健康保険特別会計予算

1 分 担 金 及 び 負 担 金 48,787,224

1 負 担 金 48,787,224

2 国 庫 支 出 金 46,087,661

1 国 庫 負 担 金 33,274,750

2 国 庫 補 助 金 12,812,911

3 財 産 収 入 158

1 財 産 運 用 収 入 158

4 繰 入 金 12,355,921

1 一 般 会 計 繰 入 金 10,855,921

2 基 金 繰 入 金 1,500,000

6 諸 収 入 61,376,796

1 雑 入 61,376,796
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款 項 金 額

歳 入 合 計 168,607,760
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

国民健康保険特別会計予算

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 168,607,760

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 168,607,760

歳 出 合 計 168,607,760
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 第９号議案 
 

    令和５年度栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県中小企業高度化等資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ529,230千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一 
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

中小企業高度化等資金貸付事業特別会計予算

1 分 担 金 及 び 負 担 金 6

1 負 担 金 6

2 繰 越 金 517,022

1 繰 越 金 517,022

3 諸 収 入 12,202

1 貸 付 金 元 利 収 入 12,000

2 預 金 利 子 200

3 雑 入 2

歳 入 合 計 529,230
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

1 中 小 企 業 高 度 化 等 資 金 貸 付 事 業 費 17,784

1 中 小 企 業 高 度 化 等 資 金 貸 付 事 業 費 17,784

2 公 債 費 511,446

1 公 債 費 511,446

歳 出 合 計 529,230
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 第１０号議案 
 

    令和５年度栃木県就農支援資金貸付事業特別会計予算 
 

 

  令和５年度栃木県就農支援資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ62,400千円と定める。 

 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

   令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円）

第１表

款

歳 入 歳 出 予 算

項 金 額

歳 入

就農支援資金貸付事業特別会計予算

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 勘 定 537

2 繰 越 金 537

2 農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定 1,043

1 繰 入 金 646

2 繰 越 金 188

3 預 金 利 子 1

4 雑 入 208

3 就 農 支 援 資 金 貸 付 勘 定 59,949

2 繰 越 金 26,182

3 貸 付 金 収 入 33,767

4 就 農 支 援 資 金 業 務 勘 定 871

1 繰 入 金 869
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款 項 金 額

3 預 金 利 子 1

4 雑 入 1

歳 入 合 計 62,400
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（単位千円）歳 出

款 項 金 額

就農支援資金貸付事業特別会計予算

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 勘 定 537

2 国 庫 補 助 金 納 付 金 357

3 繰 出 金 180

2 農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定 1,043

1 管 理 指 導 事 務 費 623

2 予 備 費 420

3 就 農 支 援 資 金 貸 付 勘 定 59,949

2 公 債 費 39,966

3 繰 出 金 19,983

4 就 農 支 援 資 金 業 務 勘 定 871

1 管 理 指 導 事 務 費 551

2 予 備 費 320

歳 出 合 計 62,400
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第１１号議案 

 

   令和５年度栃木県流域下水道事業会計予算 

 

 

 （総則）  

 

第１条 令和５年度栃木県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 流 域 関 連 市 町 数                               10市町 

 

 ２ 年 間 総 処 理 水 量                           56,813,000㎥ 

 

 ３ 一日平均処理水量                              155,652㎥ 

 

 ４ 主要な建設改良事業 

 

  処理場建設事業                 事業費           1,987,352千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 流 域 下 水 道 事 業 収 益                       9,779,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         5,431,607千円 
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 第２項 営 業 外 収 益                         4,347,392千円 

 

  第３項 特 別 利 益                                 1千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 流 域 下 水 道 事 業 費 用                       9,796,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         9,625,558千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                           163,441千円 

 

  第３項 特 別 損 失                                 1千円 

 

  第４項 予 備 費                             7,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額917,000千円は、当年度分消費税及び地方 

 

消費税資本的収支調整額48,591千円、過年度分損益勘定留保資金511,934千円及び当年度分損益勘定留保資金356,475千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                           2,987,000千円 

 

  第１項 企 業 債                           598,700千円 

 

  第２項 負 担 金                           600,776千円 

 

  第３項 受 託 事 業 収 入                            69,168千円 

 

  第４項 国 庫 補 助 金                         1,718,356千円 
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                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           3,904,000千円 

  

  第１項 建 設 改 良 費                         2,988,727千円 

 

  第２項 固 定 資 産 購 入 費                             5,911千円 

 

  第３項 企 業 債 償 還 金                           902,362千円 

 

  第４項 予 備 費                             7,000千円 

 

 （債務負担行為） 

 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項  期         間 限 度 額 

鬼 怒 川 上 流 流 域 下 水 道 

管 理 費 （ 中 央 処 理 区 ） 

令和６年度から令和８年度まで 

 

4,000,000千円 

 

令和５年度鬼怒川上流流域 

下水道建設費（上流処理区） 

令和６年度から令和７年度まで 

 

1,110,000千円 

 

令 和 ５ 年 度 巴 波 川 流 域 

下 水 道 建 設 費 

令和６年度 

 

276,000千円 

 

令 和 ５ 年 度 北 那 須 流 域 

下 水 道 建 設 費 

令和６年度 

 

207,000千円 

 

 

 （企業債） 
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第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利        率 償 還 の 方 法 

流 域 下 水 道 建 設 事 業 598,700千円 普通貸借又は債券発行（発 

行価格が額面金額を下回る 

ときは、それぞれの発行価 

格差減額を埋めるために必 

要な金額をそれぞれの限度 

額に加算した金額を限度額 

とする。） 

9.0％以内（ただし、利 

率見直し方式で借り入れ 

る政府資金及び地方公共 

団体金融機構資金につい 

て、利率の見直しを行っ 

た後においては、当該見 

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

 

 （一時借入金） 

 

第７条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                178,347千円   
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 （他会計からの補助金） 

 

第10条 収益的支出に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、955,143千円である。 

 

  令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１２号議案 

 

   令和５年度栃木県電気事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和５年度栃木県電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 年 間 販 売 電 力 量                           180,813,000キロワット時 

 

 ２ 主要な建設改良事業 

 

  風見発電所建設事業               事業費             811,790千円 

 

  深山発電所建設事業               事業費            893,241千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

  

 第１款 電 気 事 業 収 益                       2,395,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         2,238,569千円 

 

  第２項 財 務 収 益                             1,808千円 
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  第３項 事 業 外 収 益                           154,621千円 

 

  第４項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 電 気 事 業 費 用                       2,621,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         2,542,970千円 

 

  第２項 財 務 費 用                             2,914千円 

 

  第３項 事 業 外 費 用                            73,116千円 

 

  第４項 予 備 費                             2,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,026,000千円は、当年度分消費税及び地 

 

方消費税資本的収支調整額176,955千円、地域振興積立金40,000千円及び過年度分損益勘定留保資金1,809,045千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                              710,000千円 

 

  第１項 企 業 債                           700,000千円 

   

  第２項 工 事 負 担 金                             9,057千円 

  

  第３項 長期貸付金償還金                               600千円 

 

  第４項 固定資産売却代金                                 1千円 
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  第５項 雑 収 入                               342千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           2,736,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                         2,031,819千円 

 

  第２項 企 業 債 償 還 金                           662,169千円 

 

  第３項 投 資                                12千円 

 

  第４項 繰 出 金                            40,000千円 

 

  第５項 予 備 費                             2,000千円   

  

 （企業債） 

 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

     

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利        率 償 還 の 方 法 

風 見 発 電 所 全 面 改 修 事 業 700,000千円 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

 9.0％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団

体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 
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 （一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 事 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

 の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                429,394千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。 

 

  令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１３号議案 

 

   令和５年度栃木県水道事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和５年度栃木県水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 年 間 供 給 水 量                            21,860,448㎥ 

 

 ２ 主要な建設改良事業 

 

  北那須水道用水供給建設事業           事業費            209,877千円 

 

  鬼怒水道用水供給建設事業            事業費            173,570千円 

  

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 水道用水供給事業収益                       2,041,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         1,989,342千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                            51,656千円 
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  第３項 特 別 利 益                                 2千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 水道用水供給事業費用                       1,934,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         1,872,371千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                            59,629千円 

 

  第３項 予 備 費                             2,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額591,000千円は、当年度分消費税及び  

 

 地方消費税資本的収支調整額36,105千円、減債積立金82,902千円、建設改良積立金110,000千円及び過年度分損益勘定留保資金361,993千円で補てん 

 

するものとする。）。 

 

                 収        入 

  

 第１款 資 本 的 収 入                              9,000千円 

 

  第１項 国 庫 補 助 金                             8,822千円 

 

  第２項 受 託 工 事 受 入 金                              1千円 

 

  第３項 雑 収 入                               177千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                            600,000千円 
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  第１項 建 設 改 良 費                           389,086千円 

 

  第２項 企 業 債 償 還 金                            82,902千円 

 

  第３項 他会計長期貸付金                            20,000千円 

 

  第４項 投 資                           100,012千円   

 

  第５項 予 備 費                             8,000千円   

 

 （継続費） 

 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 薬 品 注 入 設 備 

更 新 工 事 

440,931 令和５年度 76,871 

令和６年度 115,306 

令和７年度 248,754 

  Ｎｏ．２排水処理池 

汚泥掻寄機駆動装置 

等 更 新 工 事 

23,972 令和５年度 9,589 

令和６年度 14,383 

  上水１系薬品沈殿池 

フ ロ キ ュ レ ー タ 

更 新 工 事 

49,669 令和５年度 19,867 

令和６年度 29,802 
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款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

  （２系）薬品沈殿池 

コ ン ト ロ ー ル 

センター盤更新工事 

158,147 令和５年度 22,000 

令和６年度 110,330 

令和７年度 25,817 

  （２系）薬品沈殿池 

フ ロ キ ュ レ ー タ 用 

電 動 機 更 新 工 事 

6,468 令和５年度 550 

令和６年度 3,124 

令和７年度 2,794 

  浄水場直流電源装置 

更 新 工 事 

37,466 令和５年度 18,733 

令和６年度 18,733 

  取 水 場 電 動 弁 

更 新 工 事 

22,763 令和５年度 9,106 

令和６年度 13,657 

 

 （債務負担行為） 

 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項 期          間 限    度    額 

薬 品 注 入 設 備 撤 去 工 事 令和６年度から令和７年度まで        2,227千円 
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事 項 期          間 限   度   額 

Ｎｏ．２排水処理池汚泥掻寄機 

駆 動 装 置 等 撤 去 工 事 

令和６年度 

 

               504千円 

 

上水１系薬品沈殿池フロキュ 

レ ー タ 撤 去 工 事 

令和６年度 

 

             2,132千円 

 

（２系）薬品沈殿池コント 

ロールセンター盤撤去工事 

令和６年度から令和７年度まで 

 

             1,496千円 

 

（２系）薬品沈殿池フロキュ 

レ ー タ 用 電 動 機 撤 去 工 事 

令和６年度から令和７年度まで 

 

               561千円 

 

浄水場直流電源装置撤去工事 令和６年度              3,042千円 

取 水 場 電 動 弁 撤 去 工 事 令和６年度                618千円 

取 水 場 ・ 浄 水 場 予 備 発 電 

設 備 点 検 修 繕 工 事 

令和６年度 

 

            83,428千円 

 

 

 （一時借入金） 

 

第７条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                210,140千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

第10条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。 

 

  令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１４号議案 

 

   令和５年度栃木県工業用水道事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和５年度栃木県工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 年 間 供 給 水 量                            8,972,856㎥ 

 

 ２ 主要な建設改良事業 

 

  鬼怒左岸台地地区工業用水道建設事業       事業費             91,345千円 

  

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 工 業 用 水 道 事 業 収 益                         682,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                           541,774千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                           140,225千円 

 

  第３項 特 別 利 益                               1千円 
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                 支        出 

  

 第１款 工 業 用 水 道 事 業 費 用                         645,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                           632,017千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                            11,983千円 

 

  第３項 予 備 費                             1,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額185,000千円は、当年度分消費税及び地方 

 

消費税資本的収支調整額8,670千円、建設改良積立金90,000千円及び過年度分損益勘定留保資金86,330千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                               1,000千円 

 

  第１項 国 庫 補 助 金                               872千円 

 

  第２項 工 事 負 担 金                                 1千円 

 

  第３項 雑 収 入                               127千円 

 

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                             186,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                            91,345千円 

 

  第２項 長期借入金償還金                            90,655千円 
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  第３項 予 備 費                             4,000千円 

 

 （継続費） 

 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

款 項 事  業  名 総      額 年   度 年   割   額 

   千円  千円 

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 薬 品 注 入 設 備 

更 新 工 事 

100,332 令和５年度 17,991 

令和６年度 26,987 

令和７年度 55,354 

Ｎｏ．２排水処理池 

汚泥掻寄機駆動装置 

等 更 新 工 事 

33,103 令和５年度 13,241 

令和６年度   19,862 

浄水場直流電源装置 

更 新 工 事 

8,225 令和５年度 4,112 

令和６年度   4,113 

取 水 場 電 動 弁 

更 新 工 事 

40,120 令和５年度 16,048 

令和６年度 24,072 

 

 （債務負担行為） 

 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 
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事 項 期          間 限   度   額 

薬 品 注 入 設 備 撤 去 工 事 令和６年度から令和７年度まで 644千円 

Ｎｏ．２排水処理池汚泥掻寄機 

駆 動 装 置 等 撤 去 工 事 

令和６年度 

 

696千円 

 

浄水場直流電源装置撤去工事 令和６年度 668千円 

取 水 場 電 動 弁 撤 去 工 事 令和６年度 1,089千円 

取 水 場 ・ 浄 水 場 予 備 発 電 

設 備 点 検 修 繕 工 事 

令和６年度 

 

40,171千円 

 

１ － １ 工 水 薬 品 沈 澱 池 

汚泥掻寄機等点検修繕工事 

令和６年度 

 

34,331千円 

 

 

 （一時借入金） 

 

第７条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 
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の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                  64,561千円 

 

 （たな卸資産購入限度額） 

 

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。 

 

  令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１５号議案 

 

   令和５年度栃木県用地造成事業会計予算 

 

 

 （総則） 

 

第１条 令和５年度栃木県用地造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ 土 地 分 譲            面 積             99,089㎡ 

 

 ２ 土 地 造 成            事業費             671,000千円 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 用 地 造 成 事 業 収 益                       1,971,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                         1,969,803千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                             1,195千円 

 

   第３項 特 別 利 益                                 2千円 
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                 支        出 

 

 第１款 用 地 造 成 事 業 費 用                       1,937,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                         1,909,148千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                            17,851千円 

 

  第３項 特 別 損 失                                 1千円 

 

  第４項 予 備 費                            10,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,947,000千円は、過年度分損益勘定留保 

 

 資金632,722千円及び当年度分損益勘定留保資金1,314,278千円で補てんするものとする。）。 

 

                 収        入 

 

 第１款 資 本 的 収 入                             733,000千円 

 

  第１項 企 業 債                           352,000千円 

 

  第２項 基 金 収 益                                 9千円 

 

  第３項 負 担 金                          370,000千円 

 

  第４項 長期貸付金償還金                            10,400千円 

 

  第５項 分 譲 前 受 金                               1千円 

 

  第６項 雑 収 入                             590千円 

81 81　　



     

                 支        出 

 

 第１款 資 本 的 支 出                           2,680,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                           779,991千円 

 

  第２項 基 金 積 立 金                              9千円 

   

  第３項 企 業 債 償 還 金                         1,895,000千円 

 

  第４項 予 備 費                             5,000千円   

 

 （企業債） 

  

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

     

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法  

土 地 造 成 事 業 費  352,000千円 普通貸借又は債券発行（発

行価格が額面金額を下回る

ときは、それぞれの発行価

格差減額を埋めるために必

要な金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限度額

とする。） 

9.0％以内（ただし、利率

見直し方式で借り入れる

政府資金及び地方公共団

体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見

直し後の利率とする。） 

償還年限30年以内（据置期間を含

む。）とし、毎年２期に分かち元利均

等若しくは元金均等の方法により又

は満期日一括の方法により償還す

る。ただし、財政その他の事由により

償還年限を延長し、短縮し、又は買入

消却し、若しくは繰上償還又は借換

えすることができる。 

 

 （一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
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第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

１ 営 業 費 用 

 

２ 営 業 外 費 用 

  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会 

 

の議決を経なければならない。 

 

 職 員 給 与 費                                 97,651千円 

 

 （重要な資産の取得及び処分） 

 

第９条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

 

 １ 取 得 す る 資 産 

 

種 類 名 称 数 量 

土 地 壬生町中泉地区 200,000㎡ 

 

  令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第１６号議案 

 

   令和５年度栃木県施設管理事業会計予算 
 

 

 （総則） 

 

第１条 令和５年度栃木県施設管理事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量） 

 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

 １ ゴ ル フ 場 事 業            利用者数           35,000人 

 

 ２ 賃 貸 ビ ル 事 業            貸付面積          4,410.98㎡ 

 

 （収益的収入及び支出） 

 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

                 収        入 

 

 第１款 経 営 総 合 管 理 事 業 収 益                        289,000千円 

 

  第１項 営 業 外 収 益                           289,000千円 

 

 第２款 ゴ ル フ 場 事 業 収 益                         34,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                            21,388千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                            12,612千円 
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 第３款 賃 貸 ビ ル 事 業 収 益                        198,000千円 

 

  第１項 営 業 収 益                           197,473千円 

 

  第２項 営 業 外 収 益                               527千円 

 

                  支        出 

 

 第１款 経 営 総 合 管 理 事 業 費 用                        289,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                           268,119千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                            20,881千円 

 

 第２款 ゴ ル フ 場 事 業 費 用                         29,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                            28,593千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                              407千円 

 

 第３款 賃 貸 ビ ル 事 業 費 用                        159,000千円 

 

  第１項 営 業 費 用                           149,893千円 

 

  第２項 営 業 外 費 用                             9,107千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額（翌年度以降の支出の財源に充当する額10,780千円を除く）が資本的支出額 

 

 に対し不足する額30,000千円（ゴルフ場事業）及び51,780千円（賃貸ビル事業）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,870千円及び過 

 

 年度分損益勘定留保資金77,910千円で補てんするものとする。）。 
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                 収        入 

  

 第１款 ゴルフ場事業資本的収入                         23,000千円 

 

  第１項 他会計長期借入金                            20,000千円 

 

  第２項 他 会 計 繰 入 金                           2,300千円 

 

  第３項 雑 収 入                            700千円 

 

 第２款 賃貸ビル事業資本的収入                         11,000千円 

 

  第１項 修 繕 預 り 金 収 入                            10,780千円 

  

  第２項 雑 収 入                             220千円 

 

                 支        出 

  

 第１款 ゴルフ場事業資本的支出                         53,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                            41,470千円 

 

  第２項 長期借入金償還金                          11,530千円 

 

 第２款 賃貸ビル事業資本的支出                         52,000千円 

 

  第１項 建 設 改 良 費                             1,100千円 

 

  第２項 企 業 債 償 還 金                            20,000千円 

 

  第３項 長期借入金償還金                            30,900千円 
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 （債務負担行為） 

 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

事 項 期          間 限 度 額 

本町合同ビルＥＳＣＯ事業 令和６年度から令和21年度まで 529,050千円 

 

 （一時借入金） 

 

第６条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。 

 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

 １ 営 業 費 用 

 

 ２ 営 業 外 費 用 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこ 

 

れら以外の経費をこれらの経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 

 １ 職 員 給 与 費                             205,773千円 

 

 ２ 交 際 費                                  200千円 

 

 （他会計からの補助金） 
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第９条 ゴルフ場事業に関するクラブハウスリニューアル工事のため電気事業会計からこの会計へ補助を受ける金額は、10,000千円である。 

    

  令 和 ５ 年 ２ 月 2 0日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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